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平成16年10月１日付け三重県公報第1613号により ｢三重県総合文化センターの利用料金の承認｣ 及び ｢三重県
総合文化センターの空調設備使用料及び付属設備使用料の額の廃止｣ の告示が次のようにされました｡

1

お知らせ ○ 三重県総合文化センターの利用料金の承認 …………………………………… 生 涯 学 習 室 １頁
○ 三重県総合文化センターの空調設備使用料及び付属設備使用料の額を
廃止する告示 ……………………………………………………………………… 生 涯 学 習 室 13頁
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三
重
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(平
成
16
年
三
重
県
条
例
第
34
号
)
附
則
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
､
三
重
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
第
17
条
第
２
項
の
利
用
料
金
を
次
の
と

お
り
承
認
し
ま
し
た
｡

平
成
16
年
10
月
１
日

三
重
県
知
事

野
呂

昭
彦

１
指
定
管
理
者

財
団
法
人
三
重
県
文
化
振
興
事
業
団

２
施
設
の
名
称
及
び
利
用
料
金
の
額

三
重
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

�
三
重
県
文
化
会
館
の
ホ
ー
ル
､
リ
ハ
ー
サ
ル
室
及
び
楽
屋

区
分

金
額
(円
)

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

午
後
６
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で

大
ホ
ー
ル

平
日

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
及

び
入
場
料
の
額
が
1,
00
0円
以
下

の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

６
１
,
１
６
０

９
１
,
７
４
０

１
２
２
,
３
３
０

一
部
使
用
(客
席
の
う
ち
１
階
部
分
の
み
を

使
用
す
る
こ
と
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡)
の

と
き

３
８
,
２
２
０

５
７
,
０
８
０

７
６
,
４
５
０

そ
の
他
の
と
き

４
０
,
７
７
０

６
１
,
１
６
０

８
１
,
５
５
０

一
部
使
用
の
と
き

２
５
,
４
８
０

３
８
,
２
２
０

５
０
,
９
７
０

入
場
料
の
額
が
1,
00
1円
以
上

3,
00
0円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

８
１
,
５
５
０

１
２
２
,
３
３
０

１
６
３
,
１
０
０

一
部
使
用
の
と
き

５
０
,
９
７
０

７
６
,
４
５
０

１
０
１
,
９
４
０

そ
の
他
の
と
き

６
１
,
１
６
０

９
１
,
７
４
０

１
２
２
,
３
３
０

一
部
使
用
の
と
き

３
８
,
２
２
０

５
７
,
０
８
０

７
６
,
４
５
０

入
場
料
の
額
が
3,
00
1円
以
上
5,
00
0円
以
下
の
場
合

１
０
１
,
９
４
０

１
５
２
,
９
１
０

２
０
３
,
８
８
０

一
部
使
用
の
と
き

６
３
,
２
０
０

９
４
,
８
０
０

１
２
６
,
４
０
０

入
場
料
の
額
が
5,
00
1円
以
上
の
場
合

１
２
２
,
３
３
０

１
８
３
,
４
９
０

２
４
４
,
６
６
０

一
部
使
用
の
と
き

７
６
,
４
５
０

１
１
４
,
６
８
０

１
５
２
,
９
１
０

土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
休
日

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
及

び
入
場
料
の
額
が
1,
00
0円
以
下

の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

７
６
,
４
５
０

１
１
４
,
６
８
０

１
５
２
,
９
１
０

一
部
使
用
の
と
き

４
７
,
４
０
０

７
０
,
８
４
０

９
４
,
８
０
０

そ
の
他
の
と
き

５
０
,
９
７
０

７
６
,
４
５
０

１
０
１
,
９
４
０

一
部
使
用
の
と
き

３
１
,
６
０
０

４
７
,
４
０
０

６
３
,
２
０
０

入
場
料
の
額
が
1,
00
1円
以
上

3,
00
0円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

１
０
１
,
９
４
０

１
５
２
,
９
１
０

２
０
３
,
８
８
０

一
部
使
用
の
と
き

６
３
,
２
０
０

９
４
,
８
０
０

１
２
６
,
４
０
０
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そ
の
他
の
と
き

７
６
,
４
５
０

１
１
４
,
６
８
０

１
５
２
,
９
１
０

一
部
使
用
の
と
き

４
７
,
４
０
０

７
０
,
８
４
０

９
４
,
８
０
０

入
場
料
の
額
が
3,
00
1円
以
上
5,
00
0円
以
下
の
場
合

１
２
７
,
４
２
０

１
９
１
,
１
４
０

２
５
４
,
８
５
０

一
部
使
用
の
と
き

７
９
,
０
０
０

１
１
８
,
２
５
０

１
５
８
,
０
０
０

入
場
料
の
額
が
5,
00
1円
以
上
の
場
合

１
５
２
,
９
１
０

２
２
９
,
３
６
０

３
０
５
,
８
２
０

一
部
使
用
の
と
き

９
４
,
８
０
０

１
４
２
,
２
０
０

１
８
９
,
６
１
０

中
ホ
ー
ル

平
日

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
及

び
入
場
料
の
額
が
1,
00
0円
以
下

の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

３
０
,
５
８
０

４
５
,
８
７
０

６
１
,
１
６
０

そ
の
他
の
と
き

２
０
,
３
８
０

３
０
,
５
８
０

４
０
,
７
７
０

入
場
料
の
額
が
1,
00
1円
以
上

3,
00
0円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

４
０
,
７
７
０

６
１
,
１
６
０

８
１
,
５
５
０

そ
の
他
の
と
き

３
０
,
５
８
０

４
５
,
８
７
０

６
１
,
１
６
０

入
場
料
の
額
が
3,
00
1円
以
上
5,
00
0円
以
下
の
場
合

５
０
,
９
７
０

７
６
,
４
５
０

１
０
１
,
９
４
０

入
場
料
の
額
が
5,
00
1円
以
上
の
場
合

６
１
,
１
６
０

９
１
,
７
４
０

１
２
２
,
３
３
０

土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
休
日

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
及

び
入
場
料
の
額
が
1,
00
0円
以
下

の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

３
８
,
２
２
０

５
８
,
１
０
０

７
６
,
４
５
０

そ
の
他
の
と
き

２
５
,
４
８
０

３
８
,
７
３
０

５
０
,
９
７
０

入
場
料
の
額
が
1,
00
1円
以
上

3,
00
0円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

５
０
,
９
７
０

７
７
,
４
７
０

１
０
１
,
９
４
０

そ
の
他
の
と
き

３
８
,
２
２
０

５
８
,
１
０
０

７
６
,
４
５
０

入
場
料
の
額
が
3,
00
1円
以
上
5,
00
0円
以
下
の
場
合

６
３
,
７
１
０

９
６
,
８
４
０

１
２
７
,
４
２
０

入
場
料
の
額
が
5,
00
1円
以
上
の
場
合

７
６
,
４
５
０

１
１
６
,
２
１
０

１
５
２
,
９
１
０

小
ホ
ー
ル

平
日

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
及

び
入
場
料
の
額
が
1,
00
0円
以
下

の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

９
,
１
７
０

１
３
,
７
６
０

１
８
,
３
４
０

そ
の
他
の
と
き

６
,
１
１
０

９
,
１
７
０

１
２
,
２
３
０

入
場
料
の
額
が
1,
00
1円
以
上

3,
00
0円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

１
２
,
２
３
０

１
８
,
３
４
０

２
４
,
４
６
０

そ
の
他
の
と
き

９
,
１
７
０

１
３
,
７
６
０

１
８
,
３
４
０

入
場
料
の
額
が
3,
00
1円
以
上
5,
00
0円
以
下
の
場
合

１
５
,
２
９
０

２
２
,
９
３
０

３
０
,
５
８
０

入
場
料
の
額
が
5,
00
1円
以
上
の
場
合

１
８
,
３
４
０

２
７
,
５
２
０

３
６
,
６
９
０

土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
休
日

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
及

び
入
場
料
の
額
が
1,
00
0円
以
下

の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

１
０
,
７
０
０

１
６
,
８
２
０

２
２
,
９
３
０

そ
の
他
の
と
き

７
,
１
３
０

１
１
,
２
１
０

１
５
,
２
９
０

入
場
料
の
額
が
1,
00
1円
以
上

3,
00
0円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

１
４
,
２
７
０

２
２
,
４
２
０

３
０
,
５
８
０

そ
の
他
の
と
き

１
０
,
７
０
０

１
６
,
８
２
０

２
２
,
９
３
０
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入
場
料
の
額
が
3,
00
1円
以
上
5,
00
0円
以
下
の
場
合

１
７
,
８
３
０

２
８
,
０
３
０

３
８
,
２
２
０

入
場
料
の
額
が
5,
00
1円
以
上
の
場
合

２
１
,
４
０
０

３
３
,
６
４
０

４
５
,
８
７
０

第
１
リ
ハ
ー
サ
ル
室

平
日

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

８
,
１
５
０

１
２
,
２
３
０

１
６
,
３
１
０

そ
の
他
の
場
合

４
,
０
７
０

６
,
１
１
０

８
,
１
５
０

土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
休
日

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

１
０
,
１
９
０

１
５
,
２
９
０

２
０
,
３
８
０

そ
の
他
の
場
合

５
,
０
９
０

７
,
６
４
０

１
０
,
１
９
０

第
２
リ
ハ
ー
サ
ル
室

平
日

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

６
,
１
１
０

９
,
１
７
０

１
２
,
２
３
０

そ
の
他
の
場
合

３
,
０
５
０

４
,
５
８
０

６
,
１
１
０

土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
休
日

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

７
,
１
３
０

１
１
,
２
１
０

１
５
,
２
９
０

そ
の
他
の
場
合

３
,
５
６
０

５
,
６
０
０

７
,
６
４
０

楽
屋
１
及
び
楽
屋
２

２
,
０
３
０

３
,
０
５
０

４
,
０
７
０

楽
屋
３
か
ら
楽
屋
８
ま
で

７
１
０

１
,
０
１
０

１
,
４
２
０

楽
屋
９

１
,
７
３
０

２
,
５
４
０

３
,
４
６
０

楽
屋
10

１
,
２
２
０

１
,
８
３
０

２
,
４
４
０

楽
屋
11

７
１
０

１
,
０
１
０

１
,
４
２
０

楽
屋
12
及
び
楽
屋
13

２
,
０
３
０

３
,
０
５
０

４
,
０
７
０

楽
屋
14
か
ら
楽
屋
18
ま
で

７
１
０

１
,
０
１
０

１
,
４
２
０

楽
屋
19

４
０
０

６
１
０

８
１
０

楽
屋
20

１
,
３
２
０

２
,
０
３
０

２
,
６
５
０

楽
屋
21
及
び
楽
屋
22

７
１
０

１
,
０
１
０

１
,
４
２
０

楽
屋
23

４
９
０

７
３
０

９
８
０

備
考 １
入
場
料
と
は
入
場
料
以
外
に
会
費
等
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
み
､
入
場
料
の
額
と
は
入
場
料
の
う
ち
１
人
当
た
り
の
最
高
額
を
い
う
｡

２
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
､
午
前
９
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で
又
は
午
後
１
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で
の
時
間
の
金
額
は
､
そ
れ
ぞ
れ
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
の
金
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
｡

３
大
ホ
ー
ル
､
中
ホ
ー
ル
又
は
小
ホ
ー
ル
に
お
い
て
､
空
調
設
備
を
利
用
す
る
場
合
の
金
額
は
､
別
に
定
め
る
｡

４
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
を
超
え
て
利
用
す
る
場
合
の
金
額
は
､
超
過
時
間
30
分
(3
0分
未
満
の
と
き
は
､
30
分
と
す
る
｡)
当
た
り
直
前
(直
前
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
直
後
)
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
の
30
分
当

た
り
の
額
(そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
)
と
す
る
｡
た
だ
し
､
大
ホ
ー
ル
､
中
ホ
ー
ル
又
は
小
ホ
ー
ル
に
お
い
て
午
前
９
時
以
前
又
は
午
後
10
時
以
降
に
利
用
す
る
場
合
の
金
額
は
､

超
過
時
間
30
分
(3
0分
未
満
の
と
き
は
､
30
分
と
す
る
｡)
当
た
り
直
前
(直
前
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
直
後
)
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
の
１
時
間
当
た
り
の
額
(そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ
の
端

数
を
切
り
捨
て
た
額
)
と
す
る
｡

５
練
習
又
は
準
備
の
た
め
に
大
ホ
ー
ル
､
中
ホ
ー
ル
又
は
小
ホ
ー
ル
を
利
用
す
る
場
合
の
金
額
は
､
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
(そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
)

と
す
る
｡
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�
三
重
県
文
化
会
館
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
､
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
及
び
会
議
室

区
分

金
額
(円
)

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

午
後
６
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で

第
１
ギ
ャ
ラ
リ
ー

平
日

全
部
使
用

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

４
２
,
８
１
０

５
５
,
０
４
０

５
５
,
０
４
０

そ
の
他
の
場
合

１
４
,
２
７
０

１
８
,
３
４
０

１
８
,
３
４
０

２
分
の
１
使
用

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

２
１
,
４
０
０

２
７
,
５
２
０

２
７
,
５
２
０

そ
の
他
の
場
合

７
,
１
３
０

９
,
１
７
０

９
,
１
７
０

土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
休
日

全
部
使
用

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

５
１
,
９
９
０

６
５
,
７
５
０

６
５
,
７
５
０

そ
の
他
の
場
合

１
７
,
３
３
０

２
１
,
９
１
０

２
１
,
９
１
０

２
分
の
１
使
用

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

２
５
,
９
９
０

３
３
,
６
４
０

３
３
,
６
４
０

そ
の
他
の
場
合

８
,
６
６
０

１
１
,
２
１
０

１
１
,
２
１
０

第
２
ギ
ャ
ラ
リ
ー

平
日

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

３
０
,
５
８
０

３
８
,
２
２
０

３
８
,
２
２
０

そ
の
他
の
場
合

１
０
,
１
９
０

１
２
,
７
４
０

１
２
,
７
４
０

土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
休
日

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

３
６
,
６
９
０

４
５
,
８
７
０

４
５
,
８
７
０

そ
の
他
の
場
合

１
２
,
２
３
０

１
５
,
２
９
０

１
５
,
２
９
０

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー

ム

平
日

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

５
７
,
０
８
０

７
３
,
３
９
０

７
３
,
３
９
０

そ
の
他
の
場
合

２
８
,
５
４
０

３
６
,
６
９
０

３
６
,
６
９
０

土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
休
日

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

６
７
,
２
８
０

８
８
,
６
８
０

８
８
,
６
８
０

そ
の
他
の
場
合

３
３
,
６
４
０

４
４
,
３
４
０

４
４
,
３
４
０

大
会
議
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

２
４
,
４
６
０

２
８
,
５
４
０

２
８
,
５
４
０

そ
の
他
の
場
合

１
２
,
２
３
０

１
４
,
２
７
０

１
４
,
２
７
０

中
会
議
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

７
,
７
４
０

９
,
１
７
０

９
,
１
７
０

そ
の
他
の
場
合

３
,
８
７
０

４
,
５
８
０

４
,
５
８
０

小
会
議
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

４
,
４
８
０

４
,
８
９
０

４
,
８
９
０

そ
の
他
の
場
合

２
,
２
４
０

２
,
４
４
０

２
,
４
４
０

備
考 １
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
､
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
又
は
午
後
１
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
の
時
間
の
金
額
は
､
そ
れ
ぞ
れ
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
の
金
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
｡

２
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
を
超
え
て
利
用
す
る
場
合
の
金
額
は
､
超
過
時
間
30
分
(3
0分
未
満
の
と
き
は
､
30
分
と
す
る
｡)
当
た
り
直
前
(直
前
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
直
後
)
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
の
30
分
当

た
り
の
額
(そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
)
と
す
る
｡
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�
三
重
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

�
三
重
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

区
分

金
額
(円
)

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

午
後
６
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で

視
聴
覚
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

１
３
,
４
５
０

１
５
,
６
９
０

１
５
,
６
９
０

そ
の
他
の
場
合

６
,
７
２
０

７
,
８
４
０

７
,
８
４
０

大
研
修
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

１
１
,
０
０
０

１
２
,
８
４
０

１
２
,
８
４
０

そ
の
他
の
場
合

５
,
５
０
０

６
,
４
２
０

６
,
４
２
０

中
研
修
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

５
,
７
０
０

６
,
５
２
０

６
,
５
２
０

そ
の
他
の
場
合

２
,
８
５
０

３
,
２
６
０

３
,
２
６
０

４
階
小
研
修
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

３
,
６
６
０

４
,
４
８
０

４
,
４
８
０

そ
の
他
の
場
合

１
,
８
３
０

２
,
２
４
０

２
,
２
４
０

２
階
小
研
修
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

３
,
６
６
０

４
,
４
８
０

４
,
４
８
０

そ
の
他
の
場
合

１
,
８
３
０

２
,
２
４
０

２
,
２
４
０

備
考 １
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
､
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
又
は
午
後
１
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
の
時
間
の
金
額
は
､
そ
れ
ぞ
れ
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
の
金
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
｡

２
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
を
超
え
て
利
用
す
る
場
合
の
金
額
は
､
超
過
時
間
30
分
(3
0分
未
満
の
と
き
は
､
30
分
と
す
る
｡)
当
た
り
直
前
(直
前
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
直
後
)
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
の
30
分
当

た
り
の
額
(そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
)
と
す
る
｡

区
分

金
額
(円
)

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

午
後
６
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で

多
目
的
ホ
ー
ル

平
日

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合

及
び
入
場
料
の
額
が
1,
00
0

円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

９
,
１
７
０

１
３
,
７
６
０

１
３
,
７
６
０

そ
の
他
の
と
き

６
,
１
１
０

９
,
１
７
０

９
,
１
７
０

入
場
料
の
額
が
1,
00
1円
以

上
3,
00
0円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

１
２
,
２
３
０

１
８
,
３
４
０

１
８
,
３
４
０

そ
の
他
の
と
き

９
,
１
７
０

１
３
,
７
６
０

１
３
,
７
６
０

入
場
料
の
額
が
3,
00
1円
以
上
5,
00
0円
以
下
の
場
合

１
５
,
２
９
０

２
２
,
９
３
０

２
２
,
９
３
０

入
場
料
の
額
が
5,
00
1円
以
上
の
場
合

１
８
,
３
４
０

２
７
,
５
２
０

２
７
,
５
２
０

土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
休
日

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合

及
び
入
場
料
の
額
が
1,
00
0

円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

１
０
,
７
０
０

１
６
,
８
２
０

１
６
,
８
２
０

そ
の
他
の
と
き

７
,
１
３
０

１
１
,
２
１
０

１
１
,
２
１
０
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入
場
料
の
額
が
1,
00
1円
以

上
3,
00
0円
以
下
の
場
合

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
と
き

１
４
,
２
７
０

２
２
,
４
２
０

２
２
,
４
２
０

そ
の
他
の
と
き

１
０
,
７
０
０

１
６
,
８
２
０

１
６
,
８
２
０

入
場
料
の
額
が
3,
00
1円
以
上
5,
00
0円
以
下
の
場
合

１
７
,
８
３
０

２
８
,
０
３
０

２
８
,
０
３
０

入
場
料
の
額
が
5,
00
1円
以
上
の
場
合

２
１
,
４
０
０

３
３
,
６
４
０

３
３
,
６
４
０

特
別
会
議
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

８
,
９
７
０

１
１
,
０
０
０

１
１
,
０
０
０

そ
の
他
の
場
合

４
,
４
８
０

５
,
５
０
０

５
,
５
０
０

セ
ミ
ナ
ー
室
Ａ

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

８
,
７
６
０

１
０
,
３
９
０

１
０
,
３
９
０

そ
の
他
の
場
合

４
,
３
８
０

５
,
１
９
０

５
,
１
９
０

セ
ミ
ナ
ー
室
Ｂ

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

４
,
０
７
０

４
,
６
８
０

４
,
６
８
０

そ
の
他
の
場
合

２
,
０
３
０

２
,
３
４
０

２
,
３
４
０

セ
ミ
ナ
ー
室
Ｃ

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

８
,
７
６
０

１
０
,
３
９
０

１
０
,
３
９
０

そ
の
他
の
場
合

４
,
３
８
０

５
,
１
９
０

５
,
１
９
０

生
活
工
房

全
部
使
用

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

１
０
,
８
０
０

１
２
,
４
３
０

１
２
,
４
３
０

そ
の
他
の
場
合

５
,
４
０
０

６
,
２
１
０

６
,
２
１
０

３
分
の
２
使
用

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

７
,
３
３
０

８
,
５
６
０

８
,
５
６
０

そ
の
他
の
場
合

３
,
６
６
０

４
,
２
８
０

４
,
２
８
０

３
分
の
１
使
用

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

３
,
６
６
０

４
,
２
８
０

４
,
２
８
０

そ
の
他
の
場
合

１
,
８
３
０

２
,
１
４
０

２
,
１
４
０

和
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

３
,
４
６
０

４
,
０
７
０

４
,
０
７
０

そ
の
他
の
場
合

１
,
７
３
０

２
,
０
３
０

２
,
０
３
０

茶
室

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

１
３
,
２
５
０

１
５
,
２
９
０

－

そ
の
他
の
場
合

６
,
６
２
０

７
,
６
４
０

－

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ル
ー

ム

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

４
,
６
８
０

５
,
３
０
０

５
,
３
０
０

そ
の
他
の
場
合

２
,
３
４
０

２
,
６
５
０

２
,
６
５
０

備
考 １

入
場
料
と
は
入
場
料
以
外
に
会
費
等
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
み
､
入
場
料
の
額
と
は
入
場
料
の
う
ち
１
人
当
た
り
の
最
高
額
を
い
う
｡

２
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
､
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
又
は
午
後
１
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
の
時
間
の
金
額
は
､
そ
れ
ぞ
れ
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
の
金
額
の
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
｡

３
多
目
的
ホ
ー
ル
に
お
い
て
､
空
調
設
備
を
使
用
す
る
場
合
の
金
額
は
､
別
に
定
め
る
｡

４
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
を
超
え
て
利
用
す
る
場
合
の
金
額
は
､
超
過
時
間
30
分
(3
0分
未
満
の
と
き
は
､
30
分
と
す
る
｡)
当
た
り
直
前
(直
前
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
直
後
)
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
利
用
時
間
の
30
分
当

た
り
の
額
(そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
)
と
す
る
｡

５
練
習
又
は
準
備
の
た
め
に
多
目
的
ホ
ー
ル
を
利
用
す
る
場
合
の
金
額
は
､
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
(そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
)
と
す
る
｡
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�
飲
食
サ
ー
ビ
ス
､
物
品
販
売
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
場
所

�
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
､
指
定
管
理
者
が
利
用
を
認
め
る
場
所

区
分

１
年
間
の
金
額
(円
)

レ
ス
ト
ラ
ン
(事
務
室
及
び
ロ
ッ
カ
ー
を
含
む
｡)

３
,
６
５
３
,
２
４
０

売
店

３
０
４
,
７
７
０

そ
の
他
の
場
所
(１
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
)

３
８
,
５
０
０

備
考 １
そ
の
他
の
場
所
に
つ
い
て
は
､
利
用
す
る
面
積
が
１
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
は
､
１
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
｡

２
金
額
に
10
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
｡

�
セ
ン
タ
ー
の
附
属
設
備
及
び
備
品

イ
空
調
設
備

区
分

金
額
(円
)

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

午
後
６
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で

祝
祭
広
場

貸
館
利
用
者

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

７
５
０

１
,
０
０
０

１
,
０
０
０

そ
の
他
の
場
合

－
－

－

貸
館
利
用
者
以

外

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

１
,
５
０
０

２
,
０
０
０

２
,
０
０
０

そ
の
他
の
場
合

７
５
０

１
,
０
０
０

１
,
０
０
０

知
識
の
広
場

貸
館
利
用
者

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

７
５
０

１
,
０
０
０

１
,
０
０
０

そ
の
他
の
場
合

－
－

－

貸
館
利
用
者
以

外

営
利
又
は
宣
伝
を
目
的
と
す
る
催
物
の
場
合

１
,
５
０
０

２
,
０
０
０

２
,
０
０
０

そ
の
他
の
場
合

７
５
０

１
,
０
０
０

１
,
０
０
０

そ
の
他
の
場
所
(１
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
)

１
年
間
に
つ
き
３
８
,
５
０
０

備
考 １
そ
の
他
の
場
所
に
つ
い
て
は
､
利
用
す
る
面
積
が
１
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
は
､
１
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
｡

２
金
額
に
10
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
｡

ホ
ー
ル
名

単
位

金
額
(円
)

三
重
県
文
化
会
館

三
重
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

大
ホ
ー
ル

１
時
間

４
,
０
７
０

－

中
ホ
ー
ル

１
時
間

３
,
０
５
０

－
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小
ホ
ー
ル

１
時
間

１
,
０
１
０

－

多
目
的
ホ
ー
ル

１
時
間

－
１
,
０
１
０

ロ
附
属
設
備

設
備
名

単
位

金
額
(円
)

三
重
県
文
化
会
館

三
重
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

三
重
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

(舞
台
設
備
)

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ピ
ッ
ト
(大
ホ
ー
ル
１
)

１
式

５
,
０
９
０

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ピ
ッ
ト
(大
ホ
ー
ル
２
)

１
式

５
,
０
９
０

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ピ
ッ
ト
(中
ホ
ー
ル
)
(脇
花
道
を
含
む
｡)

１
式

８
,
１
５
０

音
響
反
射
板
(大
ホ
ー
ル
)

１
式

８
,
１
５
０

音
響
反
射
板
(中
ホ
ー
ル
)

１
式

５
,
０
９
０

舞
台
せ
り
(大
)

１
式

３
,
０
５
０

舞
台
せ
り
(小
)

１
式

１
,
０
１
０

ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ

１
式

５
,
０
９
０

回
り
舞
台

１
式

５
,
０
９
０

美
術
バ
ト
ン

１
本

４
０
０

平
台

１
坪

２
０
０

演
台
(大
)
(花
台
を
含
む
｡)

１
式

１
,
０
１
０

演
台
(中
)
(花
台
を
含
む
｡)

１
式

５
０
０

司
会
台

１
台

３
０
０

長
机

１
台

１
０
０

折
り
畳
み
椅
子

１
脚

５
０

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
用
椅
子

１
脚

１
０
０

式
典
用
椅
子

１
脚

３
０
０

所
作
台

１
式

８
,
１
５
０

仮
設
能
舞
台

１
式

１
５
,
２
９
０

松
羽
目

１
式

２
,
５
４
０

竹
羽
目

１
式

２
,
５
４
０

地
が
す
り
(黒
色
)

１
式

３
,
０
５
０
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地
が
す
り
(灰
色
)

１
式

３
,
０
５
０

バ
レ
エ
マ
ッ
ト

１
枚

５
,
０
９
０

定
式
幕

１
式

５
,
０
９
０

白
紗
幕
(英
国
紗
)

１
枚

２
,
０
３
０

黒
紗
幕
(英
国
紗
)

１
枚

２
,
０
３
０

リ
ア
ス
ク
リ
ー
ン

１
枚

５
,
０
９
０

ジ
ョ
ー
ゼ
ッ
ト
幕

１
列

５
,
０
９
０

バ
ッ
ク
幕
(波
紗
幕
)

１
枚

５
,
０
９
０

ド
ロ
ッ
プ
(山
景
色
)

１
枚

５
,
０
９
０

ド
ロ
ッ
プ
(川
景
色
)

１
枚

５
,
０
９
０

ド
ロ
ッ
プ
(波
景
色
)

１
枚

５
,
０
９
０

金
屏
風

１
双

２
,
０
３
０

銀
屏
風

１
双

２
,
０
３
０

上
敷

１
坪

２
０
０

大
太
鼓
(２
丸
台
付
)

１
台

１
,
０
１
０

毛
せ
ん
(緋
)

１
坪

２
０
０

毛
せ
ん
(紺
)

１
坪

２
０
０

赤
布

１
坪

１
０
０

高
座
座
布
団

１
枚

２
０
０

長
座
布
団

１
枚

２
０
０

ド
ラ
イ
ア
イ
ス
マ
シ
ン

１
台

２
,
０
３
０

(楽
器
)

ピ
ア
ノ
(ス
タ
ン
ウ
ェ
イ
)

１
台

１
３
,
２
５
０

(大
ホ
ー
ル
・
中
ホ
ー
ル
)

ピ
ア
ノ
(ス
タ
ン
ウ
ェ
イ
)

１
台

６
,
１
１
０

(小
ホ
ー
ル
・
リ
ハ
ー
サ
ル
室
)

ピ
ア
ノ
(ベ
ー
ゼ
ン
ド
ル
フ
ァ
ー
)

１
台

１
３
,
２
５
０

ピ
ア
ノ
(ヤ
マ
ハ
)

１
台

６
,
１
１
０

ピ
ア
ノ
(カ
ワ
イ
)

１
台

６
,
１
１
０

ア
ッ
プ
ラ
イ
ト
ピ
ア
ノ

１
台

１
,
０
１
０

電
子
ピ
ア
ノ

１
台

１
,
０
１
０

チ
ェ
レ
ス
タ

１
台

５
,
０
９
０
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ポ
ジ
テ
ィ
ブ
オ
ル
ガ
ン

１
台

１
０
,
１
９
０

チ
ェ
ン
バ
ロ

１
台

１
０
,
１
９
０

ハ
ー
プ

１
台

５
,
０
９
０

チ
ャ
イ
ム

１
台

２
,
０
３
０

テ
ィ
ン
パ
ニ
ー

１
式

３
,
０
５
０

指
揮
台
(２
段
式
)

１
式

５
０
０

譜
面
台
(折
り
畳
み
式
)

１
台

５
０

譜
面
台
(ス
タ
ン
ド
式
)

１
台

１
０
０

譜
面
灯

１
灯

５
０

ベ
ー
ス
椅
子

１
脚

２
０
０

(照
明
設
備
)

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

１
ｋ
ｗ

２
０
０

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
(３
ｋ
ｗ
)

１
台

２
,
０
３
０

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
(２
ｋ
ｗ
)

１
台

１
,
０
１
０

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
(１
ｋ
ｗ
)

１
台

５
０
０

デ
ザ
イ
ナ
ー
調
光
卓

１
式

１
５
,
２
９
０

パ
ニ
ー
(２
.
５
ｋ
ｗ
)

１
台

２
,
０
３
０

マ
ル
チ
ス
ト
ロ
ボ

１
台

１
,
０
１
０

ス
モ
ー
ク
マ
シ
ー
ン

１
台

２
,
０
３
０

(音
響
設
備
)

拡
声
装
置
(大
ホ
ー
ル
又
は
中
ホ
ー
ル
)

１
式

２
,
５
４
０

拡
声
装
置
(小
ホ
ー
ル
又
は
多
目
的
ホ
ー
ル
)

１
式

１
,
０
１
０

マ
イ
ク

１
本

５
０
０

録
音
再
生
装
置

１
台

５
０
０

移
動
用
ミ
キ
サ
ー

１
台

２
,
０
０
０

音
響
効
果
機
器

１
台

１
,
０
０
０

移
動
用
ダ
イ
レ
ク
ト
ボ
ッ
ク
ス

１
台

６
０
０

移
動
用
ス
ピ
ー
カ
(大
)

１
台

２
,
０
０
０

移
動
用
ス
ピ
ー
カ
(小
)

１
台

１
,
０
０
０

ポ
ー
タ
ブ
ル
ワ
イ
ヤ
レ
ス
シ
ス
テ
ム

１
式

１
,
０
１
０

(映
写
設
備
)

１
６
ミ
リ
・
３
５
ミ
リ
兼
用
映
写
機

１
式

１
０
,
１
９
０
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３
５
ミ
リ
映
写
機

１
式

５
,
０
９
０

１
６
ミ
リ
映
写
機
(ホ
ー
ル
に
あ
る
も
の
に
限
る
｡)

１
式

３
,
０
５
０

(そ
の
他
)

３
色
LE
D表
示
装
置

１
式

１
５
,
２
９
０

ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

１
式

１
５
,
２
９
０

持
込
機
材
電
気
使
用
料

１
ｋ
ｗ

１
５
０

AV
シ
ス
テ
ム

１
式

２
,
０
３
０

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

１
式

２
,
０
３
０

同
時
通
訳
機

１
式

１
５
,
２
９
０

ス
ラ
イ
ド
映
写
機

１
式

１
,
０
１
０

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

１
式

１
,
０
１
０

１
６
ミ
リ
映
写
機

１
式

２
,
０
３
０

茶
器
(茶
室
に
あ
る
も
の
に
限
る
｡)

１
式

１
,
０
１
０

備
考 １

空
調
設
備
の
利
用
の
時
間
が
１
時
間
未
満
で
あ
る
と
き
は
､
当
該
利
用
の
時
間
は
１
時
間
と
し
､
利
用
の
時
間
に
１
時
間
未
満
の
時
間
が
あ
る
と
き
は
､
当
該
１
時
間
未
満

の
時
間
は
切
り
捨
て
る
｡

２
附
属
設
備
の
利
用
料
金
は
､
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で
､
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
又
は
午
後
６
時
か
ら
午
後
９
時
(大
ホ
ー
ル
､
中
ホ
ー
ル
､
小
ホ
ー
ル
及
び
リ
ハ
ー

サ
ル
室
に
あ
っ
て
は
午
後
10
時
)
ま
で
の
各
時
間
帯
に
お
け
る
利
用
料
金
と
す
る
｡
た
だ
し
､
茶
器
(茶
室
に
あ
る
も
の
に
限
る
｡)
の
利
用
料
金
は
､
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま

で
又
は
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
各
時
間
帯
に
お
け
る
利
用
料
金
と
す
る
｡

３
利
用
料
金
の
承
認
年
月
日

平
成
16
年
９
月
27
日

４
利
用
料
金
の
適
用
年
月
日

平
成
16
年
10
月
１
日
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三重県総合文化センターの空調設備使用料及び附属設備使用料の額を廃止する告示を次のように定めます｡
平成16年10月１日

三重県知事 野 呂 昭 彦
三重県総合文化センターの空調設備使用料及び附属設備使用料の額を廃止する告示

三重県総合文化センターの空調設備使用料及び附属設備使用料の額 (平成９年三重県告示第736号) は､ 廃止
する｡

附 則
この告示は､ 公布の日から施行する｡
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